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ネット配信広報誌第９号 2019年秋冬     

お知らせ 
 

下都賀歯科医師会新年懇親会は１月８日（水） 

栃木グランドホテルにて午後７時より開催されます。 

多くのご参加をお願いいたします。 

 

第 8回栃木市保健福祉部との協議会 
 

令和元年 11 月 12 日（火）栃木グランドホテルに於

いて標記協議会が開催された。本協議会は何かと関わ

りのある行政と「顔の見える関係で意見交換をしよ

う！」という目的で平成 25年から始まり、今回で第 8

回目の開催となった。 

またこの日は台風 19 号からちょうど 1 ヶ月が経過

した日であり、いまだ避難所生活を余儀なくされてい

る被災者が市内で約 100 名いる中で行われた。栃木市

は県内で最も家屋の床上浸水被害が多かった市であり、

その甚大な被災状況から協議会の中止も検討されたが、

この協議会日程は当歯科医師会が約 3 ヶ月前に市長と

の予約をしたこと、さらにこの日を延期すると次の市

長日程が都合つかなくなることを栃木市が考慮し、大

川秀子市長以下、職員全員が作業服を着用しての異例

の開催となった。下都賀歯科医師会員の中にも多くの

被災者がいることから、市長の挨拶の中でも深くお見

舞いの言葉が述べられた。さて一問一答形式で行われ

た協議内容の概略は以下の通りである。 

 
1. オーラルフレイル予防歯科健診に関する要望 

口の機能低下（オーラルフレイル）による滑舌低 

下、食べこぼし、むせ等は、高齢者の生活の質を著 

しく低下させる。つまり口腔機能の衰えは食欲低下、 

体重減少、全身の機能低下（サルコペニアや低栄養） 

へと進み、要介護状態へと繋がる可能性がある。  

現在栃木市では 76 歳に達した人を対象に「後期 
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し上げますとともに、1 日でも

早い復旧を心より祈念してお

ります。 
 

広報担当理事 清野栄治 

NEW DENTAL 
SALON 

SA SA SALON 
 Aliquam sed eros|Nulla facilisi|Lorem vitae elit 



  2 

 高齢者医療歯科健康調査」を実施しているが、さらに早期のオーラルフレイル対策が 

必要不可欠と思慮され、「オーラルフレイル予防歯科健診」の導入を 要望したい。 

 

＜栃木市の回答＞  

フレイル対策は 75 歳では遅い、な 

るべく早い時期、具体的には 65 歳頃 

からこの対策に当たらないといけない 

という歯科医師会の認識は理解した。 

既に鹿沼市で行われている「65 歳オー 

ラルフレイル予防歯科検診」を参考に 

今後、栃木市においても導入の検討を 

前向きに考えていきたい。 

 

 

2.出産後歯科健診に関する要望 

栃木市における「歯及び口腔の健康づくり推進条例」の基本的施策では、何よりま 

ず第１号に「妊産婦に対する歯科保健対策」を掲げ、妊婦歯科健診が行われてはいる 

が、妊婦の時期に歯周病をはじめ要処置の疾患が発見されても、X線、治療薬物等の 

胎児の影響への不安から、歯科治療は応急処置のみを希望され、その応急処置のまま 

放置されるケースが多くみられる。さらに産後は家事や育児、さらに復職への準備等、 

時間的制約から歯科受診に時間を割くことが困難となるため、出産後の母親の歯科健 

診や口腔内保健指導などの支援には、家族、行政、歯科医師等の周囲のサポートが必 

要である。そこで妊婦歯科健診は、妊娠中1回、さらに出産後1回の計2回の歯科健診の 

導入を要望したい。 

 

＜栃木市の回答＞  

今年度から妊娠期間に受診しなかった方は出産後1年未満までは、この無料妊婦歯科

健診を受診できるよう受診機関を拡大したが、今年度の実績をみると妊婦時期の受診

率は約35％と前年度とやや横ばいであり、さらに産婦の受診率は非常に低かった。ゆ

えに当面は現状の制度のまま様子を見ていきたいと考える。今後は妊産婦にアンケー

ト等を取りながら、産婦歯科健診の要望が多くあれば将来的には検討していきたい。 

 

３．訪問口腔ケア健診システムに関する要望 

高齢化が先行する栃木市において、今後ますます外出困難な在宅高齢者、在宅障害 

者は増加すると思われるが、現行の歯周病検診や口腔がん検診も、在宅では受診する 

ことができない。実はこれら検診の受診時に市民は 

お口や入れ歯のいろいろな相談ができ、歯科医師側  

も有病者へ口腔ケアの重要性や知識を伝える機会と 

なっている。そこで無料訪問歯科健診の導入を要望 

したい。 

 

＜栃木市の回答＞  

「新たな在宅訪問健診」というシステムをご提 

示いただいたことにまず感謝申し上げる。ただし 

栃木市としては「歯科でも訪問診療が行える」と 
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いうところの市民の認知度が未だ低いという認識がある。まずは「歯科でも訪問歯科 

が行える」という初期周知に力を入れ、広報等を通して市民に対してアピールしてい 

きたい。 

 

４．災害・有事の際の具体的な取り決めに関する要望 

2016年に杤木市と災害時の協定を締結したが、実際に発災した時に、どう動いてい 

くかの細則は決められていない。特に避難所の被災者生活に「口腔ケア」は必須とな 

るが、行政と歯科医師会が連携して準備・活動する具体的なマニュアルが存在しない 

ため、今後は定期的に協議会を開催し、即座に支援できる体制を整備・構築していき 

たい。 

 

＜栃木市の回答＞  

市としてまさに今、台風 19 号の災害対応、被災者支援にあたっているところである。

この取り決めに関しては市としても重要案件であるという認識は貴会と同様で、今後

は貴会をはじめ医師会、薬剤師会、柔道整復士会等とも連携をとってマニュアル作り

を検討したい。さらに災害の大きさによっても対応は変わること、また災害の初期、

中期、長期とそれぞれの時期で支援方法が変わるとも思うので、早期にその詳細を煮

詰めていきたいと考慮する。こちらからも歯科医師会の協力をぜひお願いしたい。 

 
 

今回も行政との連携強化に喧々囂々と議論を交わし、非常に有意義な協議会となった。 

最後に諸々の災害対応に忙しい中、協議会の時間を確保していただいた市長はじめ栃木

市保健福祉部職員に感謝を申し上げるとともに、被災した市民が 1 日でも早く元の生活

に戻れるよう祈念するばかりである。 
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業者からの耳より情報 
株式会社 ハギノヤ  

 

令和と言う新時代を迎え、先生方におかれましてはますますご健勝の事と

お慶び申し上げます。 

昨今、歯科医療においてもデジタル化が進み、口腔内スキャナーを用いて

患者様の口腔内の印象を 3D画像にて印象採得する方法が導入されてきてい

ます。口腔内スキャナーの使用のメリットとしては、印象材による歪みの

問題がないため精度が高いこと、素早く印象採得ができること、患者の負

担が少なく快適性が高いこと、視覚に訴える 3D画像をすぐに患者に見せら

れるため、治療の説明がしやすいことなどがあげられます。 

 

そこで今回弊社からは 3shape 社で発売している口腔内スキャナーTRIOS

についてご紹介させていただきます。 

3shape 社は 2000 年にデンマークのコペンハーゲンに設立された会社で、

約 20年で急速な成長を遂げ、今日では世界 100 カ国以上のお客様へサービス

を提供しているグローバル企業です。日本国内においてはラボ向けスキャナーの

認知度が高く、CAD/CAMシステムを導入している歯科技工所の中では一番使用

されています。 

 

TRIOS の特長としてはスキャン精度が高く、スキャンスピードが最も速い

ことが上げられます。また、只単にスキャニングするだけなく、リアルカ

ラーでの再現やシェードの測定、対合歯とのクリアランスを数値確認でき

たりと患者様とのコミニケーションツールとしても活用できる機能が搭載

されています。 

加えて、ソフトウェアも充実しており、TRIOS Smile Design：患者様の顔貌

写真を使い治療後の前歯部を顔貌写真にてシミュレーション提案、TRIOS 

Patient Specific Motion：咬合位を記録し咬合接触の確認、TRIOS Patient 

Monitoring：経時的に口腔内の変化を確認、患者様に経過観察を視覚的に伝

えることが可能です。 

最近では、一般補綴に加え、あらたに矯正およびインプラント、サージカ

ルガイドの作製まで適用範囲が広がり、益々期待が持てる口腔内スキャナ

ーです。 

注）現在はインプラント、矯正のソフトウェアが日本未発売のため使用で

きません。 
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TRIOS はオープンシステムを採用しており、あらゆるメーカーの周辺機器

（ミリンングマシンなど）へ対応できるのも大きな利点です。 

 

最後に最近発売された TRIOS3 Basicをご紹介いたします。 

従来モデルと同じ機能を搭載しておりますが低コスト（約半額）とお求め

安いエントリーモデルです。※上記ソフトウェアが未搭載（追加購入化） 

大変お奨めのモデルになりますので口腔内スキャナーの導入をご検討して

いらっしゃいましたら是非、選択肢のひとつとしてお考えください。 

 

尚、弊社ハギノヤにてデモンストレーションを承りますのでお気軽にお申

し付け下さい。 

 
詳しいお問合せ先 

   株式会社 ハギノヤ    0282-22-1466 
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これからよろしく 
 

松本  一真 

 

 

入会後、約 2年が経過して 

 

 

 

    2017 年 10 月に下都賀歯科医師会に入会させていただきました、松本一

真と申します。 

今回は、このような投稿の機会をいただきましてありがとうございます。

昔から文章を書くのは苦手ですが、目を通していただければ幸いです。 

 矯正歯科治療を受けたことがきっかけで矯正歯科医を志したのは高校生

の時でした、栃木高等学校から徳島大学、その後徳島大学大学院へと進学

し、歯科矯正学を学びました。                 

 大学院時代はちょうど歯科矯正用アンカースクリューが普及し始めたこ

ろで、今の時代では考えられませんが、大学院に入りたての時期からアン

カースクリューの埋入も数多く経験させてもらいました。幸いにも指導医

がアンカースクリューで世界的にも有名な先生であったため、当時はとて

も貴重な経験をさせてもらっていたと思います。 

 その後は矯正歯科専門医院の勤務医を経験し、同時に一般歯科医院での

矯正歯科治療や美容外科クリニックの矯正歯科部長をさせてもらいなが

ら、膨大な数の症例を治療させてもらいました。勤務先の院長が某マウス

ピース矯正やアンカースクリューなどのインストラクターをされていた

り、セミナーの講師をされている先生方と一緒に矯正歯科治療を含めた包

括的歯科治療の発表をさせてもらったりし、様々な矯正歯科治療を学べた

ことが今に生きていると思います。 

 勤務医時代にも勤務会員として歯科医師会に参加させてもらっていたこ

ともあり、下都賀歯科医師会に入会させていただいてからも積極的に参加



 

  7 

するように心がけています。当初の目標は、皆様に自分の顔と名前を一日

でも早く覚えていただけるようになることです。そのためにはまず先生方

のお名前を覚え、仕事内容を理解し、いずれはこの歯科医師会の力になれ

るような存在になりたいと思っております。とても優しい先生方ばかり

で、今では声をかけてくださる先生方も多くなり、誠にありがとうござい

ます。先生方には、一般歯科治療などをお願いさせていただくことも多い

と思いますが、自分自身も努力し成長し続けていきたいと考えていますの

で、今後とも御指導御鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。  

 早いもので気づけばもう歯科医師会に入会させていただいてから 2 年が

経過し、この 12 月で開業してからも 2 年が経ちます。矯正歯科治療専門の

歯科医院でありながら、なんとかここまでやってこられたのも先生方のお

力添えがあってのことで、心より感謝申し上げます。最近先生方の影響を

受けゴルフを始めました。まだまだ下手ですが、楽しくやっております。

嗜まれている先生方も多いと思いますが、こちらも機会がございましたら

ぜひご指導をお願いしたいです。 
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連載紀行 

気が付けば乗り物嫌いが旅の虜に 

フィリピン紀行 
 

関根 潔
関 

 

 平成 31年 8 月 11日の朝、家族 6

人でフィリピンセブ島へ向かっ

た。 

 

成田に行くまでがすでに時間がか

かり、フライトに 4 時間半もかか

ったので、ホテル到着が夜の 8 時

になってしまった。 

機内食が今までで最も不味かっ

た。 
 

 
 

昨日午前中は孫たちに付き合い、

ホテルのプールで過ごした。 

ここで 5 歳の孫の龍勢がちょっと

目を離している間に溺れかけた。 

昼少し前にタクシーでショッピン

グモールへ行き、食事とみやげ

物、衣類、民芸品などを買った。

翌日も午前中はホテルのプールで

過ごし、昼食にホテルの屋外レス

トランで食べたエビやイカなどの

料理が旨かった。 

 

 
 

午後、別のホテルへ移動。 

こちらのほうがすべてにおいて豪

華なのに食事が不味かった。 

ここのホテルのプライベートビー

チがとても広く美しく遠浅で、夥

しい数の熱帯魚がパン屑を撒く

と、ピラニアの様に集って来て、

いくらでも手づかみで捕らえられ

る。 

干潮の時間帯には、かなり遠浅に

なり、珊瑚の上部は水面から顔を

出し、カクレクマノミのペアが何

組も泳ぎ回っていた。 

ウミウシやナマコ、貝など、あと
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は図鑑で調べないとわからないよ

うな見た事のない生物のオンパレ

ードで、しばし時間がたつのを忘

れた。 

 

 
 

夕食のホテルで中華はやはりエビ

が旨かった。 

翌日もプライベートビーチで遊ん

だ後、昼食を兼ねてタクシーで別

の街のショッピングモールへ出か

けてのが失敗で、渋滞が酷く、モ

ールで食事をしただけで時間が無

くなり、買い物ができず、ほうほ

うの体（テイ）で逃げ帰ってき

た。 

また街の中はとても治安が悪いら

しく、軽四輪を改造したミニバス

は 10人以上もの客をギュウギュウ

詰めに乗せ、渋滞中、あちらこち

らから物乞いの子供たちが寄って

来て、窓ガラスを叩いた。 

 

翌日は朝 5時に起きて、家に帰る

ことに専念した。 

帰りのフライトは今までになくひ

どく揺れて怖かった。 

成田からは、いつもバスで佐野の

アウトレットまで行き、後はタク

シーだったが、自分が待合にショ

ルダーバックを置き忘れて来たの

で、再び同じタクシーで戻った

ら、バックは有ったのだが、タク

シー料金が 14,000円にもなってし

まった。  
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連載 下都賀歯科医師会側面史‖  坂本正雄 

 

 平成 6 年 4 月に、添野先生が会長に選

任されました。 

 会長就任時には、役員改選が行われま

すが、今までの役員選定の内訳は会長と

同年代の先生、その下の中堅の先生で構

成されるのが慣例でした。ところが、添

野先生は 40 歳代の若手の先生を中心に

新役員を構成しました。これは今までに

ない斬新な人事で、働き盛りの若い先生

に現状を踏まえた新しい考え方で、下都

賀歯科医師会を運営したいと考えたよう

です。 

 県歯に於いても、佐野の新井先生が新

会長に選出され、それまでとは違う若手

の理事を起用されていました。若手の新

しい考え方が必要な時代に入ったのだろ

うと思われます。 

 添野先生に後から聞いた話では、役員

人選が一番大変だったとのことで、人選

に関しては誰からの指図もうけたくない

とのことで、好きな酒も常連だった池田

屋に行かず、家飲みをしていたそうで

す。因みに池田屋さんは、栃木市の旭町

にある寿司屋さんで、一時池田屋に行け

ば下都賀歯科医師会のことは全てわか

る、と言われたほど会員が良く利用して

いたお店です。 

  

 

 

役員会は、和やかでしたが、出席者は

自分の意見をしっかりと発言し真剣その

ものでした。 

しかし、何と言っても楽しかったのが

役員会後の飲み会です。役員会・総会・

新年会などでいつも利用していた鯉保に

「どんぐり」という居酒屋があり、よく

閉店まで飲んだものでした。 

飲兵衛は一軒だけでは飲み足らないの

が常で、いつの間にか、遅くまで営業し

ているデニーズが次の行きつけの場所に

なりました。深夜にも関わらず、チョコ

レートパフェなど甘いものを好む役員が

多かったのには驚きました。 

ある日の深夜 2時過ぎに、デニーズで

添野会長と確か木村理事がかつ丼を注文

した時には、他の全員が驚きを超えて呆

れたこともありました。 
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支部の旅行は参加者が多く、和気あい

あいと楽しい旅行をしました。名古屋に

旅行した時に、宴会後飲みに行ってホテ

ルに戻った会員は必ず会長に報告をする

ようにと冗談で言ったところ、参加者は

真摯に受け止め報告したらしく、添野会

長は夜中の 2時過ぎまで寝られなかった

そうです。 

個別指導は誰にとっても避けたい指導

ですが、この頃の個別指導は各支部で行

われ、役員がその運営を担当していまし

た。終了後は、次回もあまり厳しくなら

ないようにと願いを込めて、今では禁止

されている宴会をするのが通例でした。

ある宴会の時、添野会長が厚労省の役人

方に、アンタ達も誰かが不正をしないと

困るんだよね、と言ったことがあり、傍

に居た大沢先生（下都賀出身で県歯専務

理事）が、会長は向こうで飲んだ方がい

いんじゃないかと、慌てていたことがあ

りました。 

また厚労省の役員の方も、そう言う先

生はいない方が良いのですが、あった場

合には、出来るだけご家族が困らないよ

うに配慮しておりますと、答えていまし

た。良い時代の１コマだったなあと記憶

しています。 

余談ですが、添野会長が就任する直前

に、事務員の仕事量を減らすため、会員

の診療所全てに FAXを設置することがき

まりました。臨時総会で FAX設置を説明

したのですが、今は亡くなった大平の清

水先生が何で紙が送れるのだと、なかな

か理解してくれませんでした。その時落

合先生が、ラブレターが電話で送れるん

だよと言ったところ、理由は良く解りま

せんが、それは便利だなあと突然納得さ

れたことがありました。 

その当時は全ての会員に平等にと言う

ことで、標榜名や診療時間にも規制があ

りました。 

標榜名は自分の苗字のみ，遅くまで診

療時間を設定しないように、日曜日の 

診療は認めない、また同様に看板や広告

も規制されていました。今では、信じら

れない！と言うことになりますが、当時

はこれがどこの歯科医師会でもスタンダ

ードな考え方でした。 

 

 

 

 次回は、石川会長時代のエピソードを

書いてみたいと思います。 


